
（注意）※１　「組合員資格喪失後の医療保険（健康保険）制度について」を御一読ください。
※２　提出期限は退職日を起算日として20日後の日です。（共済組合給付グループ必着）

※３　資格確認書の交付は次の①～④のいずれかに該当する場合に限ります。

　　地方公務員等共済組合法第144条の２第１項の規定により、任意継続組合員となることを希望するので申し出ます。

　　　　公立学校共済組合神奈川支部長　様

申出者
(署名)

２ 　上記が1年と1日未満である場合、直前に次の共済組合での組合員期間があること。

→

退職時の所属所の受付印

所属所
電話番号

　初３月目までは、後日送付する「振込依頼書」で金融機関の窓
口等から払い込んでください。
　４月目以降は、「預金口座振替依頼書」を金融機関に提出して
振替により払い込んでください。

年月日

支店名

男

預金種別

令和

性別

日年

女

月

※ 　左欄に☑した方へは、ご自宅への「資格情報のお知らせ」送付時に被扶養者申
告書を同封します。（認定は事実発生後になります。）

年 月

掛金
払込方法

前納【６か月】

前納【１２か月】

普通

振込手数料
金融機関による

振替手数料
100円＋税

振替手数料
なし

無

有 口座番号
金融機関

コード

金融
機関名

(現職時と同じ)

氏名

氏名

氏名

カナ

－

昭和

　退職日時点で認
定されている者の
うち、本欄に記入
の無い被扶養者
は、組合員の退
職日の翌日に資
格を喪失します。

認定を継続
したい被扶養者

組合員

※

転
居
予
定

現
住
所

平成

郵便番号

住所カナ

新規認定を希望する
被扶養者

いる

任 意 継 続 組 合 員 申 出 書

①ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの未取得者・返納者・紛失者・更新中の者
②ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者(利用登録解除者等を含む)
③ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの電子証明書の有効期限切れの者
④ﾏｲﾅ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がある要配慮者 資格確認書交付要否

（交付が必要な場合※３は☑
してください。）

組合員等
記号・番号

組合員
生年月日

電話番号

電話番号

本

人

記

入

（

入

力

）

欄

　本申出書提
出後の変更は
できません。

氏名

氏名

住所

郵便番号

住所カナ

住所

退職後
給付金口座
の変更有無

－

所

属

所

記

入

欄

R6.3.31 退職の場合→例：

　退職日まで引き続き１年と１日以上、当支部の組合員期間（任意継続を除く）があること。

加入期間の証明書類を添付

）支部

昭和 平成 年

R6.3.31

・　地方公務員共済組合または国家公務員共済組合

R5.3.31 から

退職日を起算日として20日後の日（当支部必着）

申出要件

所属コード

・　公立学校共済組合（他支部）

1

組合員期間

日

令和

退職年月日

資格取得日

月年

円月 日
退職時の

標準報酬月額

公立神奈川

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Ａ
自動振替（毎月）
みずほ銀行

自動振替（毎月）
みずほ銀行以外

日

　後日送付する「振込依頼書」で金融機関の窓口等から払い
込んでください。

申出期限

（変更する）
【右欄記入】

共済組合文書受付印

退職時の
所属所名

令和

＊

支店コード

年 月 日

次の１、２の
いずれかを満たす

（→

（給付様式第6-1号）

＜提出先・問合せ先＞
〒231-8309　横浜市中区日本大通５－１
公立学校共済組合神奈川支部　給付グループ
電話　(045)210-8179



（注意）※１　「組合員資格喪失後の医療保険（健康保険）制度について」を御一読ください。
※２　提出期限は退職日を起算日として20日後の日です。（共済組合給付グループ必着）

※３　資格確認書の交付は次の①～④のいずれかに該当する場合に限ります。

　　地方公務員等共済組合法第144条の２第１項の規定により、任意継続組合員となることを希望するので申し出ます。

　　　　公立学校共済組合神奈川支部長　様
年 月 日

申出者
(署名)

２ 　上記が1年と1日未満である場合、直前に次の共済組合での組合員期間があること。

→

退職時の所属所の受付印

任 意 継 続 組 合 員 申 出 書

①ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの未取得者・返納者・紛失者・更新中の者
②ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者(利用登録解除者等を含む)
③ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの電子証明書の有効期限切れの者
④ﾏｲﾅ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がある要配慮者 資格確認書交付要否

本

人

記

入

（

入

力

）

欄

組合員等
記号・番号

公立神奈川 △ △ △ △ △ △ （交付が必要な場合※３は☑
してください。）

組合員

認定を継続
したい被扶養者

氏名 共済　花子

カナ キョウサイ　タロウ

氏名 共済　太郎

※ 　退職日時点で認
定されている者の
うち、本欄に記入
の無い被扶養者
は、組合員の退
職日の翌日に資
格を喪失します。

氏名

氏名

氏名

新規認定を希望する
被扶養者

いる
※ 　左欄に☑した方へは、ご自宅への「資格情報のお知らせ」送付時に被扶養者申

告書を同封します。（認定は事実発生後になります。）
組合員

生年月日
昭和 平成 38 年 女

△ △ △ － △ △ △ △ 電話番号〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

✓ ✓12 月 20 日 性別 男

住所 神奈川県●●市〇〇区▲▲町▽－▽▽

退職後
給付金口座
の変更有無

預金種別 普通

住所カナ カナガワケン〇〇シ●●ク▲▲チョウ▽－▽▽－☆☆☆　♦♦♦マンション

住所 神奈川県〇〇市●●区▲▲町▽－▽▽－☆☆☆　♦♦♦マンション

転
居
予
定

郵便番号

現
住
所

郵便番号

〇〇 月 〇〇 日

住所カナ カナガワケン●●シ〇〇ク▲▲チョウ▽－▽▽

△ △ △ － △ △ △ △ 電話番号〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

掛金
払込方法

Ａ
自動振替（毎月）
みずほ銀行

振替手数料
なし

　初３月目までは、後日送付する「振込依頼書」で金融機関の窓
口等から払い込んでください。

０００１２３４

Ｂ
自動振替（毎月）
みずほ銀行以外

振替手数料
100円＋税

　４月目以降は、「預金口座振替依頼書」を金融機関に提出して
振替により払い込んでください。

〇〇

共済　太郎

所

属

所

記

入

欄

所属コード △ △ △ △
所属所

電話番号

＊ 　本申出書提
出後の変更は
できません。

Ｃ 前納【６か月】
振込手数料

金融機関による
　後日送付する「振込依頼書」で金融機関の窓口等から払い
込んでください。

Ｄ 前納【１２か月】✓

〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

資格取得日

退職年月日 令和6年4月19日（当支部必着）

年 3 月 31✓昭和 平成 令和 6

申出要件

次の１、２の
いずれかを満たす

1 　退職日まで引き続き１年と１日以上、当支部の組合員期間（任意継続を除く）があること。

例：

）支部

・　地方公務員共済組合または国家公務員共済組合 加入期間の証明書類を添付

・　公立学校共済組合（他支部） →

年月日 令和 〇〇 年

✓

〇〇 〇〇

退職時の
所属所名

県立横浜共済高等学校

（ 東京

R6.3.31 退職の場合→ 組合員期間

共済組合文書受付印

無 (現職時と同じ)
金融

機関名 共済 支店名 神奈川

R5.3.31 から R6.3.31

令和 6 年 3

日
退職時の

標準報酬月額
380,000 円

月 31 日 申出期限

有
（変更する）
【右欄記入】

金融機関
コード △△△△ 支店コード △△△ 口座番号✓

神奈川県立
○○高等学校

〇年〇月〇日

収受印

（給付様式第6-1号）

記入忘れのないように、ご注意ください。

（記入の無い場合、継続して認定することはできませ

例：3/31退職→4/19日まで（必着）

例：組合員が３/31に退職し、任意継続加入と同時

に被扶養者を認定したい場合

→4/1以降に被扶養者申告書を提出・認定

記入例

電話番号は必ず記入してください。

日中、連絡のつきやすい番号を記入し

てください。

転居予定のある方は、転居先と転居予定日をご記入ください。（証の

発送先の登録です。）

資格取得後の変更は、記載事項等変更申告書で行ってください。

C,Dは、掛金に割引が発生します。

１年度目…４～１月のうち、加入月から９月または３月までの期間に

応じた割引

２年度目以降…４月から９月または３月までの期間に応じた割引

みずほ銀行と他銀行では送付される「預金口座振替

依頼書」の種類が異なりますので、御注意ください。

退職日まで引き続き１年と１日以上、組合員期

間があることが要件です。

地方公務員共済組合または国家公務員共済組

合から転入してきた場合は、以前の共済組合の

加入期間が分かる書類を添付してください。

退職日後の提出でも、必ず所属所で確認のう

え受付印を押印してから御提出ください。

＜提出先・問合せ先＞
〒231-8309　横浜市中区日本大通５－１
公立学校共済組合神奈川支部　給付グループ
電話　(045)210-8179


